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(57)【要約】
【課題】半導体装置の製造歩留りを向上する。
【解決手段】複数のボンディングパッドＢＰを覆う絶縁
膜ＰＳＮと、絶縁膜ＰＳＮ上に形成された第１保護膜Ｒ
Ｆ１と、第１保護膜ＲＦ１上に形成された第２保護膜Ｒ
Ｆ２と、を備える。製品チップＳＣ１では、絶縁膜ＰＳ
Ｎに形成された第１開口部Ｃ１および第１保護膜ＲＦ１
に形成された第２開口部Ｃ２を介して、複数の電極層Ｍ
Ｌが複数のボンディングパッドＢＰとそれぞれ電気的に
接続し、第２保護膜ＲＦ２に形成された第３開口部Ｃ３
を介して、複数のバンプ電極ＢＥが複数の電極層ＭＬと
それぞれ電気的に接続する。擬似チップＳＣ２では、第
１保護膜ＲＦ１に形成された第２開口部Ｃ２と、第２保
護膜ＲＦ２に形成された第３開口部Ｃ３と、を有し、第
３開口部Ｃ３が重なる第２開口部Ｃ２の底面に絶縁膜Ｐ
ＳＮが露出する。そして、複数のバンプ電極ＢＥを覆う
ように主面上に保護テープが貼り付けられる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含む半導体装置の製造方法：
　（ａ）主面と、前記主面を取り囲む周縁と、前記主面に形成された半導体素子を備える
複数の第１チップと、複数の前記第１チップを取り囲み、前記周縁に接する複数の第２チ
ップと、を有し、複数の前記第１チップのそれぞれに複数のボンディングパッドが形成さ
れた半導体ウェハを準備する工程；
　（ｂ）前記主面上に絶縁膜を形成する工程；
　（ｃ）前記第１チップの前記絶縁膜に、複数の第１開口部を形成して、前記第１開口部
の底面に前記ボンディングパッドを露出させる工程；
　（ｄ）前記主面上に第１保護膜を形成する工程；
　（ｅ）前記第１チップおよび前記第２チップの前記第１保護膜に、複数の第２開口部を
それぞれ形成して、前記第１チップでは、平面視において前記第２開口部と重なる前記第
１開口部の底面に前記ボンディングパッドを露出させ、前記第２チップでは、前記第２開
口部の底面に前記絶縁膜を露出させる工程；
　（ｆ）前記第１開口部および前記第２開口部を介して、複数の前記ボンディングパッド
とそれぞれ電気的に接続する複数の電極層を形成する工程；
　（ｇ）前記主面上に第２保護膜を形成する工程；
　（ｈ）前記第１チップおよび前記第２チップの前記第２保護膜に、複数の第３開口部を
それぞれ形成して、前記第１チップでは、前記第３開口部の底面に前記電極層を露出させ
、前記第２チップでは、平面視において前記第３開口部と重なる前記第２開口部の底面に
前記絶縁膜を露出させる工程；
　（ｉ）複数の前記電極層とそれぞれ電気的に接続する複数の外部電極を形成する工程；
　（ｊ）前記主面上に、複数の前記外部電極を覆う保護テープを貼り付ける工程。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２チップの前記周縁に最も近い位置にある前記第３開口部の開口面積は、前記第
１チップの前記第３開口部の開口面積よりも小さい、半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２チップの前記第３開口部のピッチは、前記第１チップの前記第３開口部のピッ
チと同じである、半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２チップには、前記外部電極を形成しない、半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　互いに隣り合う前記第１チップ間、互いに隣り合う前記第２チップ間および互いに隣り
合う前記第１チップと前記第２チップとの間は、スクライブ領域により隔てられており、
　前記スクライブ領域には、前記第１保護膜および前記第２保護膜は形成されていない、
半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　以下の工程を含む半導体装置の製造方法：
　（ａ）主面と、前記主面を取り囲む周縁と、前記主面に形成された半導体素子を備える
複数の第１チップと、複数の前記第１チップを取り囲み、前記周縁に接する複数の第２チ
ップと、を有し、複数の前記第１チップのそれぞれに複数のボンディングパッドが形成さ
れた半導体ウェハを準備する工程；
　（ｂ）前記主面上に絶縁膜を形成する工程；
　（ｃ）前記第１チップの前記絶縁膜に、複数の第１開口部を形成して、前記第１開口部
の底面に前記ボンディングパッドを露出させる工程；
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　（ｄ）前記主面上に第１保護膜を形成する工程；
　（ｅ）前記第１チップの前記第１保護膜に、複数の第２開口部を形成して、平面視にお
いて前記第２開口部と重なる前記第１開口部の底面に前記ボンディングパッドを露出させ
る工程；
　（ｆ）前記第１開口部および前記第２開口部を介して、複数の前記ボンディングパッド
とそれぞれ電気的に接続する複数の電極層を形成する工程；
　（ｇ）前記主面上に第２保護膜を形成する工程；
　（ｈ）前記第１チップの前記第２保護膜に、複数の第３開口部を形成して、前記第３開
口部の底面に前記電極層を露出させ、前記第２チップの前記第１保護膜および前記第２保
護膜に、複数の第４開口部を形成して、前記第４開口部の底面に前記絶縁膜を露出させる
工程；
　（ｉ）複数の前記電極層とそれぞれ電気的に接続する複数の外部電極を形成する工程；
　（ｊ）前記主面上に、複数の前記外部電極を覆う保護テープを貼り付ける工程。
【請求項７】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第４開口部の平面視における形状は、円形状、楕円形状、四角形状またはストライ
プ形状である、半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２チップには、前記外部電極を形成しない、半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、
　互いに隣り合う前記第１チップ間、互いに隣り合う前記第２チップ間および互いに隣り
合う前記第１チップと前記第２チップとの間は、スクライブ領域により隔てられており、
　前記スクライブ領域には、前記第１保護膜および前記第２保護膜は形成されていない、
半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　主面と、
　前記主面を取り囲む周縁と、
　前記主面に形成された半導体素子を備える複数の第１チップと、
　複数の前記第１チップを取り囲み、前記周縁に接する複数の第２チップと、
　複数の前記第１チップにそれぞれ形成された複数のボンディングパッドと、
　前記複数のボンディングパッドを覆い、前記主面上に形成された絶縁膜と、
　前記第１チップの前記絶縁膜に形成され、前記複数のボンディングパッドの上面の一部
をそれぞれ露出する複数の第１開口部と、
　前記絶縁膜上に形成された第１保護膜と、
　前記第１チップの前記第１保護膜に形成され、平面視において複数の前記第１開口部と
それぞれ重なり、前記複数のボンディングパッドの上面の一部をそれぞれ露出する複数の
第２開口部と、
　前記第２チップの前記第１保護膜に形成され、前記絶縁膜を露出する複数の第３開口部
と、
　前記第１開口部および前記第２開口部を介して、前記複数のボンディングパッドとそれ
ぞれ電気的に接続する複数の電極層と、
　前記複数の電極層を覆い、前記主面上に形成された第２保護膜と、
　前記第１チップの前記第２保護膜に形成され、前記複数の電極層の上面の一部をそれぞ
れ露出する複数の第４開口部と、
　前記第２チップの前記第２保護膜に形成され、平面視において複数の前記第３開口部と
それぞれ重なり、前記絶縁膜を露出する複数の第５開口部と、
　前記第４開口部を介して、前記複数の電極層とそれぞれ電気的に接続する複数の外部電
極と、
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　複数の前記外部電極を覆い、前記主面上に貼り付けられた保護テープと、
を有する、半導体ウェハ。
【請求項１１】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記第２チップの前記周辺に最も近い位置にある前記第５開口部の開口面積は、前記第
１チップの前記第４開口部の開口面積よりも小さい、半導体ウェハ。
【請求項１２】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記第２チップの前記第５開口部のピッチと、前記第１チップの前記第４開口部のピッ
チとは同じである、半導体ウェハ。
【請求項１３】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記第５開口部の平面視における形状は、円形状、楕円形状、四角形状またはストライ
プ形状である、半導体ウェハ。
【請求項１４】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記第２チップには、前記外部電極を有しない、半導体ウェハ。
【請求項１５】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記第２チップでは、前記保護テープは、前記第１保護膜、前記第２保護膜および複数
の前記第３開口部の底面にそれぞれ露出する前記絶縁膜と接する、半導体ウェハ。
【請求項１６】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　互いに隣り合う前記第１チップ間、互いに隣り合う前記第２チップ間および互いに隣り
合う前記第１チップと前記第２チップとの間は、スクライブ領域により隔てられており、
　前記スクライブ領域では、前記第１保護膜および前記第２保護膜が形成されておらず、
前記保護テープとは、前記絶縁膜と接する、半導体ウェハ。
【請求項１７】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記保護テープと前記絶縁膜との接着力が、前記保護テープと前記第１保護膜および前
記第２保護膜との接着力よりも弱い、半導ウェハ。
【請求項１８】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記保護テープは、糊層と、ベース層と、前記糊層と前記ベース層との間に設けられた
中間層とから構成され、
　前記糊層および前記中間層は、前記ベース層よりも柔らかく、
　前記糊層と前記中間層の合計の厚さが、前記外部電極の高さよりも厚い、半導体ウェハ
。
【請求項１９】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記絶縁膜は、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、または窒化シリコン膜と酸化シリコ
ン膜との積層膜であり、前記第１保護膜および前記第２保護膜はポリイミド膜である、半
導体ウェハ。
【請求項２０】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　平面視における前記第３開口部の開口面積と、前記第５開口部の開口面積とが同じであ
る、半導体ウェハ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は半導体装置の製造方法および半導体ウェハに関し、例えば半導体ウェハの主面
に複数のバンプ電極を備える半導体装置の製造に好適に利用できるものである。
【背景技術】
【０００２】
　ウェハの外周部から数ｍｍの領域にパッシベーション膜を残しつつ、スクライブライン
上のパッシベーション膜を除去することにより、スクライブラインと保護テープの隙間を
ウェハの外周部に達するまでに閉じる技術が特開２００７－３６１２９号公報（特許文献
１）に記載されている。
【０００３】
　また、製品にはならない不完全な擬似チップが形成される擬似チップ領域に、製品チッ
プ領域に形成される部材のパターンと同一のパターンの部材を形成することにより、ＣＭ
Ｐ（Chemical Mechanical Polishing）工程における研磨膜の残膜厚の均一性を向上する
技術が特開平１１－４５８６８号公報（特許文献２）に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３６１２９号公報
【特許文献２】特開平１１－４５８６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在、半導体ウェハに形成された複数の半導体チップのそれぞれに、半導体集積回路の
最上層配線と電気的に接続する複数のバンプ電極を形成した後、半導体ウェハの裏面を研
削する方法が採用されている。しかし、この研削工程では、複数のバンプ電極を覆うよう
に半導体ウェハの主面上に保護テープを貼り付ける必要がある。このため、研削工程にお
いて水の侵入を防止するために半導体ウェハの主面の外周部に形成された感光性ポリイミ
ドからなる壁（例えば前記特許文献１参照）に、保護テープが強く貼り付いて剥がし難く
なる、または保護テープを剥離した後に、保護テープの糊がバンプ電極の表面に残り、導
通不良の原因になる、などの問題がある。
【０００６】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろ
う。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施の形態による半導体装置の製造方法は、以下の工程を含む。主面と、主面を取り
囲む周縁と、主面に形成された半導体素子を備える複数の製品チップと、複数の製品チッ
プを取り囲み、周縁に接する複数の擬似チップと、を有し、複数の製品チップのそれぞれ
に複数のボンディングパッドが形成された半導体ウェハを準備する工程。主面上に絶縁膜
を形成した後、製品チップの絶縁膜に複数の第１開口部を形成して、第１開口部の底面に
複数のボンディングパッドを露出させる工程。主面上に第１保護膜を形成した後、製品チ
ップおよび擬似チップの第１保護膜に、複数の第２開口部をそれぞれ形成して、製品チッ
プでは、平面視において第２開口部と重なる第１開口部の底面にボンディングパッドを露
出させ、擬似チップでは、第２開口部の底面に絶縁膜を露出させる工程。第１開口部およ
び第２開口部を介して、複数のボンディングパッドとそれぞれ電気的に接続する複数の電
極層を形成する工程。主面上に第２保護膜を形成した後、製品チップおよび擬似チップの
第２保護膜に、複数の第３開口部をそれぞれ形成して、製品チップでは、第３開口部の底
面に電極層を露出させ、擬似チップでは、平面視において第３開口部と重なる第２開口部
の底面に絶縁膜を露出させる工程。複数の電極層とそれぞれ電気的に接続する複数のバン
プ電極を形成する工程。主面上に、複数のバンプ電極を覆う保護テープを貼り付ける工程
。
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【０００８】
　また、一実施の形態による半導体ウェハは、主面と、主面を取り囲む周縁と、主面に形
成された半導体素子を備える複数の製品チップと、複数の製品チップを取り囲み、周縁に
接する複数の擬似チップと、複数の製品チップにそれぞれ形成された複数のボンディング
パッドと、を有する。さらに、複数のボンディングパッドを覆い、主面上に形成された絶
縁膜と、製品チップの絶縁膜に形成され、複数のボンディングパッドの上面の一部をそれ
ぞれ露出する複数の第１開口部と、絶縁膜上に形成された第１保護膜と、を有する。さら
に、製品チップの第１保護膜に形成され、平面視において複数の第１開口部とそれぞれ重
なり、複数のボンディングパッドの上面の一部をそれぞれ露出する複数の第２開口部と、
擬似チップの第１保護膜に形成され、絶縁膜を露出する複数の第３開口部と、を有する。
さらに、第１開口部および第２開口部を介して、複数のボンディングパッドとそれぞれ電
気的に接続する複数の電極層と、複数の電極層を覆い、主面上に形成された第２保護膜と
、を有する。さらに、製品チップの第２保護膜に形成され、複数の電極層の上面の一部を
それぞれ露出する複数の第４開口部と、擬似チップの第２保護膜に形成され、平面視にお
いて複数の第３開口部とそれぞれ重なり、絶縁膜を露出する複数の第５開口部と、を有す
る。さらに、第４開口部を介して、複数の電極層とそれぞれ電気的に接続する複数の外部
電極と、複数の外部電極を覆い、主面上に貼り付けられた保護テープと、を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　一実施の形態によれば、半導体装置の製造歩留りを向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施の形態による複数の半導体チップが形成された半導体ウェハの主面上の状
態を示す上面図である。
【図２】図１のＡ領域を拡大して示す上面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ´線に沿った断面図である。
【図４】本発明者らが比較検討した複数の半導体チップが形成された半導体ウェハの一部
の主面上の状態を拡大して示す上面図である。
【図５】一実施の形態による半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図６】図５に続く、半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図７】図６に続く、半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図８】図７に続く、半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図９】図８に続く、半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１０】図９に続く、半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１１】図１０に続く、半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１２】図１１に続く、半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１３】一実施の形態の第１変形例による複数の半導体チップが形成された半導体ウェ
ハの一部の主面上の状態を拡大して示す上面図である。
【図１４】一実施の形態の第２変形例による複数の半導体チップが形成された半導体ウェ
ハの一部の主面上の状態を拡大して示す上面図である。
【図１５】一実施の形態の第３変形例による複数の半導体チップが形成された半導体ウェ
ハの一部の主面上の状態を拡大して示す上面図である。
【図１６】一実施の形態の第４変形例による複数の半導体チップが形成された半導体ウェ
ハの一部の主面上の状態を拡大して示す上面図である。
【図１７】一実施の形態の第５変形例による複数の半導体チップが形成された半導体ウェ
ハの一部の主面上の状態を拡大して示す上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の実施の形態において、便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
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のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。
【００１２】
　また、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言
及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除
き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でもよい。
【００１３】
　また、以下の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に明
示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須
のものではないことは言うまでもない。
【００１４】
　また、「Ａからなる」、「Ａよりなる」、「Ａを有する」、「Ａを含む」と言うときは
、特にその要素のみである旨明示した場合等を除き、それ以外の要素を排除するものでな
いことは言うまでもない。同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置
関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に明らかにそうでないと考えら
れる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。
このことは、上記数値および範囲についても同様である。
【００１５】
　また、以下の実施の形態を説明するための図面において、各部位の大きさは実デバイス
と対応するものではなく、図面を分かりやすくするため、特定の部位を相対的に大きく表
示する場合がある。また、同一機能を有するものは原則として同一の符号を付し、その繰
り返しの説明は省略する。
【００１６】
　以下、本実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１７】
　（実施の形態）
　≪複数の半導体チップが形成された半導体ウェハ≫
　本実施の形態による複数の半導体チップが形成された半導体ウェハについて、図１～図
４を用いて説明する。図１は、本実施の形態による複数の半導体チップが形成された半導
体ウェハの主面上の状態を示す上面図である。図２は、図１のＡ領域を拡大して示す上面
図である。図３は、図２のＡ－Ａ´線に沿った断面図である。図４は、本発明者らが比較
検討した複数の半導体チップが形成された半導体ウェハの一部の主面上の状態を拡大して
示す上面図である。
【００１８】
　図１および図２に示すように、半導体ウェハＳＷの主面（第１主面、表面）には、格子
状のスクライブ領域（スクライブライン、スペーシング）ＡＲＳによって区画された複数
の半導体チップＳＣが形成されている。スクライブ領域ＡＲＳの幅は、例えば９０～１１
０μｍ程度である。そして、半導体チップＳＣには、半導体集積回路装置が形成された製
品チップＳＣ１と、半導体ウェハＳＷの外周領域に半導体ウェハＳＷの周縁と接して位置
し、製品チップＳＣ１にはならない不完全な擬似チップ（図１では、網掛けのハッチング
で示す半導体チップＳＣ）ＳＣ２とが形成されている。
【００１９】
　図３に示すように、製品チップＳＣ１および擬似チップＳＣ２には、半導体集積回路装
置の最上層配線からなるボンディングパッドＢＰが形成されている。ボンディングパッド
ＢＰは絶縁膜ＰＳＮにより覆われているが、製品チップＳＣ１には、ボンディングパッド
ＢＰの上面が露出する第１開口部Ｃ１が、第１のピッチで絶縁膜ＰＳＮに形成されている
。絶縁膜ＰＳＮは、例えば窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、または窒化シリコン膜と酸
化シリコン膜との積層膜からなる。
【００２０】
　一方、擬似チップＳＣ２では、ボンディングパッドＢＰが絶縁膜ＰＳＮによって覆われ
ている。
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【００２１】
　さらに、絶縁膜ＰＳＮの上層に感光性ポリイミドからなる第１保護膜ＲＦ１が形成され
ている。製品チップＳＣ１には、平面視において第１開口部Ｃ１と重なる第２開口部Ｃ２
が、第１のピッチで第１保護膜ＲＦ１に形成されている。従って、この第２開口部Ｃ２が
重なる第１開口部Ｃ１の底面において、ボンディングパッドＢＰの上面が露出する。同様
に、擬似チップＳＣ２にも、第２開口部Ｃ２が、第１のピッチで第１保護膜ＲＦ１に形成
されている。
【００２２】
　但し、擬似チップＳＣ２に形成された第２開口部Ｃ２の開口面積は、製品チップＳＣ１
に形成された第２開口部Ｃ２の開口面積よりも小さくなる場合がある。特に、半導体ウェ
ハＳＷの周縁に近づくに従って、擬似チップＳＣ２に形成された第２開口部Ｃ２の開口面
積は小さくなる傾向があり、周縁に最も近い位置にある第２開口部Ｃ２の開口面積が最も
小さくなる。
【００２３】
　さらに、製品チップＳＣ１には、第１開口部Ｃ１および第２開口部Ｃ２を通じて、電極
層（ＵＢＭ（Under Bump Metal））ＭＬがボンディングパッドＢＰと電気的に接続されて
いる。電極層ＭＬは、例えば下層をＣｕ（銅）めっき膜からなる第１金属膜ＣＵとし、上
層をＮｉ（ニッケル）めっき膜からなる第２金属膜ＮＩとする積層膜からなる。ボンディ
ングパッドＢＰと電極層ＭＬとの間には、例えば下層をＴｉＮ（窒化チタン）からなるバ
リア層ＢＬとし、上層をＣｕ（銅）からなるシード層ＳＬ１とする積層膜が形成されてい
る。
【００２４】
　一方、擬似チップＳＣ２には、第２開口部Ｃ２は形成されてはいるが、バリア層ＢＬ、
シード層ＳＬ１および電極層ＭＬは形成されていない。
【００２５】
　さらに、電極層ＭＬの上層に感光性ポリイミドからなる第２保護膜ＲＦ２が形成されて
いる。製品チップＳＣ１には、平面視において第２開口部Ｃ２と重なる第３開口部Ｃ３が
、第１のピッチで第２保護膜ＲＦ２に形成されている。従って、この第３開口部Ｃ３によ
って、電極層ＭＬの上面が露出する。同様に、擬似チップＳＣ２にも、平面視において第
２開口部Ｃ２と重なる第３開口部Ｃ３が、第１のピッチで第２保護膜ＲＦ２に形成されて
いる。従って、この第３開口部Ｃ３が重なる第２開口部Ｃ２の底面において、絶縁膜ＰＳ
Ｎが露出する。
【００２６】
　但し、擬似チップＳＣ２に形成された第３開口部Ｃ３の開口面積は、製品チップＳＣ１
に形成された第３開口部Ｃ３の開口面積よりも小さくなる場合がある。特に、半導体ウェ
ハＳＷの周縁に近づくに従って、擬似チップＳＣ２に形成された第３開口部Ｃ３の開口面
積は小さくなる傾向があり、周縁に最も近い位置にある第３開口部Ｃ３の開口面積が最も
小さくなる。例えば第３開口部Ｃ３が円柱形状であれば、周縁に最も近い位置にある第３
開口部Ｃ３の径（Ｌｂ）は、他の第３開口部Ｃ３の径（Ｌａ）よりも小さくなる。
【００２７】
　また、スクライブ領域ＡＲＳでは、第１保護膜ＲＦ１および第２保護膜ＲＦ２が除去さ
れて、絶縁膜ＰＳＮが露出している。
【００２８】
　さらに、製品チップＳＣ１には、第３開口部Ｃ３を通じて、バンプ電極ＢＥが電極層Ｍ
Ｌと電気的に接続されている。バンプ電極ＢＥは外部接続用電極であり、例えばＰｂ（鉛
）フリー半田などが用いられる。バンプ電極ＢＥの直径は、例えば６０～１００μｍ程度
である。電極層ＭＬとバンプ電極ＢＥとの間には、例えばＡｕ（金）から成るシード層Ｓ
Ｌ２が形成されている。
【００２９】
　一方、擬似チップＳＣ２には、第３開口部Ｃ３は形成されているが、シード層ＳＬ２お
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よびバンプ電極ＢＥは形成されていない。従って、擬似チップＳＣ２では、第１保護膜Ｒ
Ｆ１と第２保護膜ＲＦ２とが積層された領域と、第１保護膜ＲＦ１および第２保護膜ＲＦ
２が形成されずに、絶縁膜ＰＳＮが露出した領域とが存在することになる。
【００３０】
　後述する半導体装置の製造方法において詳細に説明するが、半導体ウェハＳＷの裏面（
第２主面）を研削する際には、半導体ウェハＳＷの主面上に保護テープを貼り付ける。保
護テープを構成する糊層は感光性ポリイミドからなる第２保護膜ＲＦ２との密着力は強い
が、絶縁膜ＰＳＮとの密着力は弱いという性質を有している。
【００３１】
　このため、図４に示すように、半導体ウェハＳＷの外周の全領域に感光性ポリイミドか
らなる壁ＷＡを形成した場合は、保護テープと感光性ポリイミドとの密着力が強いため、
保護テープが半導体ウェハＳＷの主面上から剥がし難いという問題がある。
【００３２】
　しかし、本実施の形態では、半導体ウェハＳＷの外周領域に位置する擬似チップＳＣ２
に、感光性ポリイミドからなる第１保護膜ＲＦ１と第２保護膜ＲＦ２とが積層された領域
と、この積層膜を形成せずに絶縁膜ＰＳＮが露出した領域とを設けている。これにより、
半導体ウェハＳＷの外周の全領域に感光性ポリイミドからなる壁ＷＡを形成した場合と比
べると、半導体ウェハＳＷの主面上に貼り付けた保護テープは剥がし易くなる。
【００３３】
　さらに、前述したように、半導体ウェハＳＷの周縁に近づくに従って、擬似チップＳＣ
２に形成された第３開口部Ｃ３の開口面積は小さくなる傾向があり、周縁に最も近い位置
にある第３開口部Ｃ３の開口面積が最も小さくなる。開口面積の小さい第３開口部Ｃ３が
配置された領域は、開口面積の大きい第３開口部Ｃ３が配置された領域より、保護テープ
と半導体ウェハＳＷとの密着性が高くなることから、保護テープを貼り付けた半導体ウェ
ハＳＷを搬送するときに、半導体ウェハＳＷの外周部の保護テープの剥がれを防止するこ
とができる。一方、保護テープを剥離するときには、密着性が高いのは半導体ウェハＳＷ
の外周部のみであるため、保護テープを容易に剥離することができる。
【００３４】
　なお、半導体ウェハＳＷの外周領域まで、スクライブ領域ＡＲＳを形成するため、半導
体ウェハＳＷの裏面を研削する際に供給される研削水が、半導体ウェハＳＷの主面上に侵
入することが懸念される。しかし、後述する半導体装置の製造方法において詳細に説明す
るが、例えば２００μｍ程度の厚さの柔らかい層を有する保護テープを用いることにより
、スクライブ領域ＡＲＳの段差にも保護テープを埋め込むことができるので、半導体ウェ
ハＳＷの主面上への研削水の侵入を防止することができる。
【００３５】
　≪半導体装置の製造方法≫
　本実施の形態による半導体装置の製造方法について、図５～図１２を用いて工程順に説
明する。図５～図１２は、本実施の形態による半導体装置の製造工程を示す断面図である
。
【００３６】
　図５は、半導体ウェハの製品チップ領域の半導体チップに形成される半導体デバイスお
よび多層配線を示す断面図であり、半導体デバイスとしてＣＭＯＳＦＥＴ（Complementar
y Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）を例示する。ＣＭＯＳＦＥＴ
を構成するｐチャネル型ＭＯＳＦＥＴをｐＭＯＳと略し、ｎチャネル型ＭＯＳＦＥＴをｎ
ＭＯＳと略す。
【００３７】
　図６～図１０は、半導体デバイスおよび多層配線を省略し、多層配線の最上配線より上
層の構造を示す断面図である。図１１および図１２は、半導体ウェハの主面上への保護テ
ープの貼り付けを説明する断面図である。また、図６～図１０に示す符号ＡＲ１は、製品
チップが形成される製品チップ領域、符号ＡＲ２は、擬似チップが形成される擬似チップ
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領域、符号ＡＲＳは、スクライブ領域である。
【００３８】
　まず、図５に示すように、シリコン単結晶からなる半導体ウェハ（円形の薄い板状）Ｓ
Ｗを準備する。続いて、半導体ウェハＳＷの素子分離領域に絶縁膜からなる分離部ＳＰを
形成した後、半導体ウェハＳＷにｐ型の導電性を示す不純物をイオン注入してｐ型ウェル
ＰＷを形成し、同様に、ｎ型の導電性を示す不純物をイオン注入してｎ型ウェルＮＷを形
成する。
【００３９】
　次に、半導体ウェハＳＷの主面にゲート絶縁膜ＧＩを形成した後、ｎＭＯＳのゲート電
極ＧＥｎおよびｐＭＯＳのゲート電極ＧＥｐを形成し、さらにゲート電極ＧＥｎ，ＧＥｐ
の側壁にサイドウォールＷＳを形成する。
【００４０】
　続いて、ゲート電極ＧＥｎの両側のｐ型ウェルＰＷにｎ型の導電性を示す不純物をイオ
ン注入し、ｎＭＯＳのソース・ドレインとして機能するｎ型半導体領域ＳＲｎをゲート電
極ＧＥｎおよびサイドウォールＷＳに対して自己整合的に形成する。同様に、ゲート電極
ＧＥｐの両側のｎ型ウェルＮＷにｐ型の導電性を示す不純物をイオン注入し、ｐＭＯＳの
ソース・ドレインとして機能するｐ型半導体領域ＳＲｐをゲート電極ＧＥｐおよびサイド
ウォールＷＳに対して自己整合的に形成する。
【００４１】
　次に、半導体ウェハＳＷの第１主面上に絶縁膜ＩＬを形成した後、レジストパターンを
マスクとしたエッチングにより絶縁膜ＩＬを加工して接続孔ＣＮを形成する。この接続孔
ＣＮはｎ型半導体領域ＳＲｎ上またはｐ型半導体領域ＳＲｐ上などの必要部分に形成する
。続いて、接続孔ＣＮの内部に、例えばＷ（タングステン）を主導体とするプラグＰＬを
形成した後、プラグＰＬに接続する第１層目の配線Ｍ１を形成する。第１層目の配線Ｍ１
は、例えばＣｕ（銅）を主導体とし、例えばシングルダマシン法により形成される。
【００４２】
　さらに、上層の第２層目の配線Ｍ２から第６層目の配線Ｍ６を形成する。第６層目の配
線Ｍ６は、製品チップ領域ＡＲ１および擬似チップ領域ＡＲ２に形成され、ボンディング
パッドＢＰとして機能する配線層である。
【００４３】
　第２層目の配線Ｍ２から第５層目の配線Ｍ５は、例えばＣｕ（銅）を主導体とし、例え
ばデュエルダマシン法により形成される。第６層目の配線Ｍ６は、例えばＡｌ（アルミニ
ウム）を主導体とし、半導体ウェハＳＷ上に堆積されたＡｌ（アルミニウム）膜を、レジ
ストパターンをマスクとしたエッチングにより加工することにより形成される。第６層目
の配線Ｍ６の厚さは、例えば１μｍ程度である。なお、本実施の形態では、第６層目の配
線Ｍ６はＡｌ（アルミニウム）を主導体とするとしたが、Ｃｕ（銅）を主導体とすること
もできる。また、配線の層数を６層としたが、層数はこれに限定されるものではない。
【００４４】
　次に、図６に示すように、第６層目の配線Ｍ６を覆うように、ＴＥＯＳ（Tetra Ethyl 
Ortho Silicate；Ｓｉ（ＯＣ2Ｈ5）4）とオゾン（Ｏ3）とをソースガスに用いたプラズマ
ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法によりＴＥＯＳ膜ＰＴを形成する。続いて、Ｔ
ＥＯＳ膜ＰＴ上にプラズマＣＶＤ法により窒化シリコン膜ＰＮを形成する。これらＴＥＯ
Ｓ膜ＰＴおよび窒化シリコン膜ＰＮは、外部からの水分や不純物の侵入防止およびα線の
透過の抑制を行う絶縁膜ＰＳＮとして機能する。
【００４５】
　次に、レジストパターンをマスクとしたエッチングにより、窒化シリコン膜ＰＮおよび
ＴＥＯＳ膜ＰＴを順次加工して、製品チップ領域ＡＲ１に形成された第６層目の配線Ｍ６
からなるボンディングパッドＢＰの上面を露出させる第１開口部Ｃ１を形成する。
【００４６】
　次に、図７に示すように、半導体ウェハＳＷの主面上に第１保護膜ＲＦ１、例えばポジ
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型の感光性ポリイミドを塗布する。続いて、製品チップ領域ＡＲ１および擬似チップ領域
ＡＲ２の第１保護膜ＲＦ１を露光し、現像することによって、製品チップ領域ＡＲ１の半
導体チップ毎に、同一のピッチで複数の第２開口部Ｃ２を第１保護膜ＲＦ１に形成する。
第２開口部Ｃ２が第１開口部Ｃ１と重なることにより、第１開口部Ｃ１の底面にボンディ
ングパッドＢＰの上面が露出する。
【００４７】
　さらに、同工程で、擬似チップ領域ＡＲ２の半導体チップ毎に、同一のピッチで複数の
第２開口部Ｃ２を第１保護膜ＲＦ１に形成する。
【００４８】
　ここで、製品チップ領域ＡＲ１に形成される第２開口部Ｃ２と、擬似チップ領域ＡＲ２
に形成される第２開口部Ｃ２とは、同じ露光マスクを用いて形成されることから、製品チ
ップ領域ＡＲ１の第２開口部Ｃ２のピッチと、擬似チップ領域ＡＲ２の第２開口部Ｃ２の
ピッチとは同じになる。
【００４９】
　但し、半導体ウェハＳＷの外周領域では、半導体ウェハＳＷの厚さが半導体ウェハＳＷ
の周縁に向かうに従って漸減するので（前述の図３参照）、露光マスクと半導体ウェハＳ
Ｗの外周領域に塗布された第１絶縁膜ＲＦ１の上面との距離が、露光マスクと製品チップ
領域ＡＲ１に塗布された第１絶縁膜ＲＦ１の上面との距離よりも遠くなる。
【００５０】
　このため、擬似チップ領域ＡＲ２に形成された第２開口部Ｃ２の開口面積は、製品チッ
プ領域ＡＲ１に形成された第２開口部Ｃ２の開口面積よりも小さくなる。特に、半導体ウ
ェハＳＷの周縁に近づくに従って、擬似チップ領域ＡＲ２に形成された第２開口部Ｃ２の
開口面積は小さくなる傾向があり、周縁に最も近い位置にある第２開口部Ｃ２の開口面積
が最も小さくなる。
【００５１】
　次に、図８に示すように、第１開口部Ｃ１および第２開口部Ｃ２の内壁を含む第１保護
膜ＲＦ１上に、例えばＴｉＮ（窒化チタン）からなるバリア層ＢＬを形成した後、ＣＶＤ
法またはスパッタリング法によりバリア層ＢＬ上にＣｕ（銅）のシード層ＳＬ１を形成す
る。
【００５２】
　次に、製品チップ領域ＡＲ１において第２開口部Ｃ２に重なり、第２開口部Ｃ２より大
きめの開口を有するレジストパターン（図示は省略）を形成した後、シード層ＳＬ１上に
第１金属膜ＣＵを形成する。第１金属膜ＣＵは、例えば電解めっき法により形成されるＣ
ｕ（銅）めっき膜であり、半田の拡散を抑制するバリアメタルとして機能する他に、接触
電気抵抗が低い、シート抵抗が低いなどの性質を有し、その厚さは、例えば５μｍ程度で
ある。さらに、第１金属膜ＣＵ上に第２金属膜ＮＩを形成する。第２金属膜ＮＩは、例え
ば電解めっき法により形成されるＮｉ（ニッケル）めっき膜であり、半田の拡散を抑制す
るバリアメタルとして機能する他に、半田の濡れ性が良いなどの性質を有し、その厚さは
、例えば３μｍ程度である。
【００５３】
　続いて、上記レジストパターンを除去した後、露出しているシード層ＳＬ１およびバリ
ア層ＢＬを除去する。これにより、製品チップ領域ＡＲ１に、第１開口部Ｃ１および第２
開口部Ｃ２を通じて、ボンディングパッドＢＰと電気的に接続する、第１金属膜ＣＵと第
２金属膜ＮＩとの積層膜からなる電極層ＭＬを形成する。
【００５４】
　次に、図９に示すように、電極層ＭＬを覆うように、半導体ウェハＳＷの主面上に第２
保護膜ＲＦ２、例えばポジ型の感光性ポリイミドを塗布する。第１保護膜ＲＦ１および第
２保護膜ＲＦ２の合計の厚さは、例えば８～１０μｍ程度である。続いて、製品チップ領
域ＡＲ１および擬似チップ領域ＡＲ２の第２保護膜ＲＦ２を露光し、現像することによっ
て、製品チップ領域ＡＲ１の半導体チップ毎に、同一のピッチで複数の第３開口部Ｃ３を
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第２保護膜ＲＦ２に形成する。これにより、第３開口部Ｃ３の底面に電極層ＭＬの上面が
露出する。
【００５５】
　さらに、同工程で、擬似チップ領域ＡＲ２の半導体チップ毎に、同一のピッチで複数の
第３開口部Ｃ３を第２保護膜ＲＦ２に形成する。擬似チップ領域ＡＲ２では、第３開口部
Ｃ３が第２開口部Ｃ２と重なることにより、第２開口部Ｃ２の底面に絶縁膜ＰＳＮ（窒化
シリコン膜ＰＮ）が露出する。
【００５６】
　さらに、同工程で、スクライブ領域ＡＲＳの第１保護膜ＲＦ１および第２保護膜ＲＦ２
を除去することにより、スクライブ領域ＡＲＳの絶縁膜ＰＳＮ（窒化シリコン膜ＰＮ）が
露出する。
【００５７】
　ここで、製品チップ領域ＡＲ１に形成される第３開口部Ｃ３と、擬似チップ領域ＡＲ２
に形成される第３開口部Ｃ３とは、同じ露光マスクを用いて形成されることから、製品チ
ップ領域ＡＲ１の第３開口部Ｃ３のピッチと、擬似チップ領域ＡＲ２の第３開口部Ｃ３の
ピッチとは同じになる。
【００５８】
　但し、前述の第２開口部Ｃ２と同様に、半導体ウェハＳＷの外周領域では、半導体ウェ
ハＳＷの厚さが半導体ウェハＳＷの周縁に向かうに従って漸減するので（前述の図３参照
）、露光マスクと半導体ウェハＳＷの外周領域に塗布された第２絶縁膜ＲＦ２の上面との
距離が、露光マスクと製品チップ領域ＡＲ１に塗布された第２絶縁膜ＲＦ２の上面との距
離よりも遠くなる。
【００５９】
　このため、擬似チップ領域ＡＲ２に形成された第３開口部Ｃ３の開口面積は、製品チッ
プ領域ＡＲ１に形成された第３開口部Ｃ３の開口面積よりも小さくなる。特に、半導体ウ
ェハＳＷの周縁に近づくに従って、擬似チップ領域ＡＲ２に形成された第３開口部Ｃ３の
開口面積は小さくなる傾向があり、周縁に最も近い位置にある第３開口部Ｃ３の開口面積
が最も小さくなる。
【００６０】
　次に、図１０に示すように、露出した電極層ＭＬ上にＡｕ（金）のシード層ＳＬ２を形
成した後、電極層ＭＬ上にシード層ＳＬ２を介してバンプ電極ＢＥを形成する。バンプ電
極ＢＥは外部接続用電極であり、例えばＰｂ（鉛）フリー半田などが用いられる。バンプ
電極ＢＥの直径は、例えば６０～１００μｍ程度である。
【００６１】
　バンプ電極ＢＥは、例えば印刷法、めっき法またはボール法などにより形成することが
できる。印刷法では、電極層ＭＬ上にシード層ＳＬ２を介して半田ペーストをマスク印刷
した後、リフロー処理により半田ペーストを球形に成形して、電極層ＭＬと電気的に接続
させる。めっき法では、電極層ＭＬ上にシード層ＳＬ２を介してめっきにより半田層を形
成した後、フラックスを塗布し、続いてリフロー処理およびフラックス残渣の除去洗浄に
より半田層を球形に成形して、電極層ＭＬと電気的に接続させる。ボール法では、電極層
ＭＬ上にフラックスをマスク印刷した後、フラックス上に半田ボールを搭載し、続いてリ
フロー処理およびフラックス残渣の除去洗浄により半田ボールを電極層ＭＬと電気的に接
続させる。
【００６２】
　次に、図１１に示すように、半導体ウェハＳＷの裏面を研削する際に、複数のバンプ電
極ＢＥを覆うように半導体ウェハＳＷの主面上に貼り付ける保護テープＰＲを準備する。
保護テープＰＲは、ベース層ＰＲ１と、糊層ＰＲ３と、ベース層ＰＲ１と糊層ＰＲ３との
間に設けられた中間層ＰＲ２とから構成される。中間層ＰＲ２および糊層ＰＲ３は、ベー
ス層ＰＲ１よりも柔らかく、バンプ電極ＢＥを包み込み、半導体ウェハＳＷの主面上の段
差への埋め込み性がよい。ベース層ＰＲ１の厚さは、例えば１２０μｍ程度であり、中間
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層ＰＲ２の厚さは、例えば２００μｍ程度であり、糊層ＰＲ３の厚さは、例えば５μｍ程
度である。
【００６３】
　また、糊層ＰＲ３の粘着力は、例えば９．８Ｎ／２５ｍｍ程度であり、糊層ＰＲ３は、
感光性ポリイミドからなる第２保護膜ＲＦ２との密着力は強いが、酸化シリコンまたは窒
化シリコンからなる絶縁膜ＰＳＮとの密着力は弱いという性質を有している。
【００６４】
　次に、図１２に示すように、半導体ウェハＳＷの主面上に保護テープＰＲを貼り付ける
。中間層ＰＲ２および糊層ＰＲ３は、半導体ウェハＳＷの主面上の段差への埋め込み性が
良いことから、バンプ電極ＢＥを中間層ＰＲ２および糊層ＰＲ３によって包み込むことが
できる。さらに、擬似チップ領域ＡＲ２の第１保護膜ＲＦ１に形成された第２開口部Ｃ２
および第２保護膜ＲＦ２に形成された第３開口部Ｃ３の内部、並びにスクライブ領域ＡＲ
Ｓを中間層ＰＲ２および糊層ＰＲ３によって埋め込むことができる。
【００６５】
　次に、半導体ウェハＳＷに研削水を供給しながら、半導体ウェハＳＷの裏面を研削する
。前述したように、擬似チップ領域ＡＲ２の第１保護膜ＲＦ１に形成された第２開口部Ｃ
２および第２保護膜ＲＦ２に形成された第３開口部Ｃ３の内部、並びにスクライブ領域Ａ
ＲＳを保護テープＰＲによって埋め込むことができるので、製品チップ領域ＡＲ１への研
削水の侵入を防止することができる。
【００６６】
　次に、半導体ウェハＳＷの主面上から保護テープＰＲを剥がす。前述したように、糊層
ＰＲ３は、感光性ポリイミドからなる第２保護膜ＲＦ２との密着力は強いが、酸化シリコ
ンまたは窒化シリコンからなる絶縁膜ＰＳＮとの密着力は弱いという性質を有している。
従って、本実施の形態では、擬似チップ領域ＡＲ２の全領域に第２保護膜ＲＦ２を形成せ
ず、一部領域に絶縁膜ＰＳＮの露出面を形成したことにより、半導体ウェハＳＷの外周領
域に感光性ポリイミドからなる壁を形成した場合（前述の図４参照）に比べて、半導体ウ
ェハＳＷの主面上に貼り付けた保護テープＰＲは剥がし易くなる。
【００６７】
　その後、スクライブ領域ＡＲＳを切断して、半導体ウェハＳＷから半導体チップに個々
に切り分けられ、半導体装置が完成するが、その説明は省略する。
【００６８】
　≪変形例≫
　本実施の形態の変形例による複数の半導体チップが形成された半導体ウェハについて図
１３～図１６を用いて説明する。図１３、図１４、図１５および図１６はそれぞれ、本実
施の形態の第１、第２、第３および第４変形例による複数の半導体チップが形成された半
導体ウェハの一部の主面上の状態を拡大して示す上面図である。
【００６９】
　前述の図２に示した擬似チップＳＣ２では、第１保護膜ＲＦ１および第２保護膜ＲＦ２
にそれぞれ形成された第２開口部Ｃ２および第３開口部Ｃ３の平面視における形状を円形
状としたが、これに限定されるものではない。
【００７０】
　例えば図１３に示す第１変形例のように、擬似チップＳＣ２の第１保護膜および第２保
護膜に形成される複数の第４開口部Ｃ４の平面視における形状は四角形状であってもよい
。
【００７１】
　また、例えば図１４に示す第２変形例のように、擬似チップＳＣ２の第１保護膜および
第２保護膜に形成される複数の第４開口部Ｃ４の平面視における形状は楕円形状であって
もよい。
【００７２】
　また、例えば図１５に示す第３変形例のように、擬似チップＳＣ２の第１保護膜および
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第２保護膜に形成される複数の第４開口部Ｃ４の平面視における形状はストライプ形状で
あってもよい。
【００７３】
　また、例えば図１６に示す第４変形例のように、擬似チップＳＣ２の第１保護膜および
第２保護膜に形成される複数の第４開口部Ｃ４の平面視における形状は互いに直径の異な
る円形状であってもよい。なお、図１６に示す第４変形例では、擬似チップＳＣ２の中央
領域に位置する第４開口部Ｃ４の径を他の領域に位置する第４開口部Ｃ４の径よりも大き
くしたが、これに限定されるものではない。例えば中央部に第１径の第４開口部を配置し
、その外側に第１径よりも大きい第２径の第４開口部を配置し、さらに、その外側に第１
径の第４開口部を配置し、さらに、その外側に第２径の第４開口部を配置するなど、第４
開口部を任意に形成することができる。
【００７４】
　第４開口部Ｃ４の底面には、窒化シリコン、酸化シリコン、または窒化シリコンと酸化
シリコンとの積層膜からなる絶縁膜が露出している。
【００７５】
　前述したように、感光性ポリイミドと保護テープとの接着力は強いが、窒化シリコンま
たは酸化シリコンからなる絶縁膜と保護テープとの接着力は弱い。従って、所望する絶縁
膜の露出面積が得られることができれば、第４開口部Ｃ４の平面視における形状は、いか
なる形状であってもよい。
【００７６】
　また、前述の図２に示した擬似チップＳＣ２では、第１保護膜ＲＦ１に第２開口部Ｃ２
を形成する露光、現像と、第２保護膜ＲＦ２に第３開口部Ｃ３を形成する露光、現像とを
互いに異なる工程において行ったが、第１、第２、第３および第４変形例では、一度の露
光、現像により、擬似チップＳＣ２の第１保護膜と第２保護膜との積層膜に第４開口部Ｃ
４を形成することができる。
【００７７】
　なお、第１、第２、第３および第４変形例では、製品チップ領域ＳＣ１の第２保護膜に
第３開口部Ｃ３を形成する際に用いる露光マスクと、擬似チップ領域ＳＣ２の第１保護膜
および第２保護膜に第４開口部Ｃ４を形成する際に用いる露光マスクの２枚の露光マスク
が必要となる。しかし、露光マスクを別々とすることによって、擬似チップ領域ＳＣ２に
形成される第４開口部Ｃ４の数および形状などを、製品チップ領域ＳＣ１に形成される第
３開口部Ｃ３の数および形状などに係わらず、任意に決めることができるので、保護テー
プの接着力および剥がし易さの調整がより容易となる。
【００７８】
　本実施の形態の他の変形例による複数の半導体チップが形成された半導体ウェハについ
て図１７を用いて説明する。図１７は、本実施の形態の第５変形例による複数の半導体チ
ップが形成された半導体ウェハの一部の主面上の状態を拡大して示す上面図である。
【００７９】
　前述の図１に示した半導体ウェハＳＷでは、半導体ウェハＳＷの外周領域に、製品チッ
プＳＣ１にはならない不完全な擬似チップＳＣ２を形成した。
【００８０】
　第５変形例では、図１７に示すように、擬似チップＳＣ２が形成されておらず、半導体
ウェハＳＷの外周領域に第１保護膜と第２保護膜との積層膜からなる壁ＷＡが形成されて
いる。壁ＷＡはの幅（Ｗ）は、例えば半導体ウェハＳＷの周縁から２ｍｍ程度である。そ
して、この外周領域に形成された壁ＷＡを構成する第１保護膜および第２保護膜にそれぞ
れ、第５開口部Ｃ５が形成されている。
【００８１】
　第５開口部Ｃ５の底面に、窒化シリコン、酸化シリコン、または窒化シリコンと酸化シ
リコンとの積層膜からなる絶縁膜が露出している。
【００８２】
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　前述したように、感光性ポリイミドと保護テープとの密着力は強いが、窒化シリコンま
たは酸化シリコンからなる絶縁膜と保護テープとの密着力は弱い。従って、半導体ウェハ
ＳＷの外周領域に、複数の第５開口部を有する感光性ポリイミドからなる壁ＷＡを形成す
ることにより、感光性ポリイミドと保護テープとの貼り付けの強さを弱くすることができ
るので、半導体ウェハＳＷの主面上から保護テープを剥がし易くなる。
【００８３】
　また、前述の図２に示した擬似チップＳＣ２では、第１保護膜ＲＦ１に第２開口部Ｃ２
を形成する露光、現像と、第２保護膜ＲＦ２に第３開口部Ｃ３を形成する露光、現像とを
互いに異なる工程において行ったが、第５変形例では、一度の露光、現像により、壁ＷＡ
を構成する第１保護膜と第２保護膜との積層膜に第５開口部Ｃ５を形成することができる
。
【００８４】
　なお、第５変形例では、製品チップ領域ＳＣ１の第２保護膜に第３開口部Ｃ３を形成す
る際に用いる露光マスクと、外周領域の第１保護膜および第２保護膜に第５開口部Ｃ５を
形成する際に用いる露光マスクの２枚の露光マスクが必要となる。しかし、露光マスクを
別々とすることによって、外周領域に形成される第５開口部Ｃ５の数および形状などを、
製品チップ領域ＳＣ１に形成される第３開口部Ｃ３の数および形状などに係わらず、任意
に決めることができるので、保護テープの接着力および剥がし易さの調整がより容易とな
る。
【００８５】
　このように、本実施の形態によれば、半導体ウェハＳＷの裏面を研削する際に、半導体
ウェハＳＷの主面上に貼り付けられる保護テープＰＲの剥離が容易となるので、半導体装
置の製造歩留りを向上することができる。
【００８６】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００８７】
ＡＲ１　製品チップ領域
ＡＲ２　擬似チップ領域
ＡＲＳ　スクライブ領域（スクライブライン、スペーシング）
ＢＥ　バンプ電極
ＢＬ　バリア層
ＢＰ　ボンディングパッド
Ｃ１　第１開口部
Ｃ２　第２開口部
Ｃ３　第３開口部
Ｃ４　第４開口部
Ｃ５　第５開口部
ＣＮ　接続孔
ＣＵ　第１金属膜
ＧＥｎ，ＧＥｐ　ゲート電極
ＧＩ　ゲート絶縁膜
ＩＬ　絶縁膜
Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３，Ｍ４，Ｍ５，Ｍ６　配線
ＭＬ　電極層
ＮＩ　第２金属膜
ＮＷ　ｎ型ウェル
ＰＬ　プラグ
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ＰＮ　窒化シリコン膜
ＰＲ　保護テープ
ＰＲ１　ベース層
ＰＲ２　中間層
ＰＲ３　糊層
ＰＳＮ　絶縁膜
ＰＴ　ＴＥＯＳ膜
ＰＷ　ｐ型ウェル
ＲＦ１　第１保護膜
ＲＦ２　第２保護膜
ＳＣ　半導体チップ
ＳＣ１　製品チップ
ＳＣ２　擬似チップ
ＳＬ１，ＳＬ２　シード層
ＳＰ　分離部
ＳＲｎ　ｎ型半導体領域
ＳＲｐ　ｐ型半導体領域
ＳＷ　半導体ウェハ
ＷＡ　壁
ＷＳ　サイドウォール

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月10日(2017.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含む半導体装置の製造方法：
　（ａ）主面と、前記主面を取り囲む周縁と、前記主面に形成された半導体素子を備える
複数の第１チップと、複数の前記第１チップを取り囲み、前記周縁に接する複数の第２チ
ップと、を有し、複数の前記第１チップのそれぞれに複数のボンディングパッドが形成さ
れた半導体ウェハを準備する工程；
　（ｂ）前記主面上に絶縁膜を形成する工程；
　（ｃ）前記第１チップの前記絶縁膜に、複数の第１開口部を形成して、前記第１開口部
の底面に前記ボンディングパッドを露出させる工程；
　（ｄ）前記主面上に第１保護膜を形成する工程；
　（ｅ）前記第１チップおよび前記第２チップの前記第１保護膜に、複数の第２開口部を
それぞれ形成して、前記第１チップでは、平面視において前記第２開口部と重なる前記第
１開口部の底面に前記ボンディングパッドを露出させ、前記第２チップでは、前記第２開
口部の底面に前記絶縁膜を露出させる工程；
　（ｆ）前記第１開口部および前記第２開口部を介して、複数の前記ボンディングパッド
とそれぞれ電気的に接続する複数の電極層を形成する工程；
　（ｇ）前記主面上に第２保護膜を形成する工程；
　（ｈ）前記第１チップおよび前記第２チップの前記第２保護膜に、複数の第３開口部を
それぞれ形成して、前記第１チップでは、前記第３開口部の底面に前記電極層を露出させ
、前記第２チップでは、平面視において前記第３開口部と重なる前記第２開口部の底面に
前記絶縁膜を露出させる工程；
　（ｉ）複数の前記電極層とそれぞれ電気的に接続する複数の外部電極を形成する工程；
　（ｊ）前記主面上に、複数の前記外部電極を覆う保護テープを貼り付ける工程。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２チップの前記周縁に最も近い位置にある前記第３開口部の開口面積は、前記第
１チップの前記第３開口部の開口面積よりも小さい、半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２チップの前記第３開口部のピッチは、前記第１チップの前記第３開口部のピッ
チと同じである、半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２チップには、前記外部電極を形成しない、半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　互いに隣り合う前記第１チップ間、互いに隣り合う前記第２チップ間および互いに隣り
合う前記第１チップと前記第２チップとの間は、スクライブ領域により隔てられており、
　前記スクライブ領域には、前記第１保護膜および前記第２保護膜は形成されていない、
半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　以下の工程を含む半導体装置の製造方法：
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　（ａ）主面と、前記主面を取り囲む周縁と、前記主面に形成された半導体素子を備える
複数の第１チップと、複数の前記第１チップを取り囲み、前記周縁に接する複数の第２チ
ップと、を有し、複数の前記第１チップのそれぞれに複数のボンディングパッドが形成さ
れた半導体ウェハを準備する工程；
　（ｂ）前記主面上に絶縁膜を形成する工程；
　（ｃ）前記第１チップの前記絶縁膜に、複数の第１開口部を形成して、前記第１開口部
の底面に前記ボンディングパッドを露出させる工程；
　（ｄ）前記主面上に第１保護膜を形成する工程；
　（ｅ）前記第１チップの前記第１保護膜に、複数の第２開口部を形成して、平面視にお
いて前記第２開口部と重なる前記第１開口部の底面に前記ボンディングパッドを露出させ
る工程；
　（ｆ）前記第１開口部および前記第２開口部を介して、複数の前記ボンディングパッド
とそれぞれ電気的に接続する複数の電極層を形成する工程；
　（ｇ）前記主面上に第２保護膜を形成する工程；
　（ｈ）前記第１チップの前記第２保護膜に、複数の第３開口部を形成して、前記第３開
口部の底面に前記電極層を露出させ、前記第２チップの前記第１保護膜および前記第２保
護膜に、複数の第４開口部を形成して、前記第４開口部の底面に前記絶縁膜を露出させる
工程；
　（ｉ）複数の前記電極層とそれぞれ電気的に接続する複数の外部電極を形成する工程；
　（ｊ）前記主面上に、複数の前記外部電極を覆う保護テープを貼り付ける工程。
【請求項７】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第４開口部の平面視における形状は、円形状、楕円形状、四角形状またはストライ
プ形状である、半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２チップには、前記外部電極を形成しない、半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、
　互いに隣り合う前記第１チップ間、互いに隣り合う前記第２チップ間および互いに隣り
合う前記第１チップと前記第２チップとの間は、スクライブ領域により隔てられており、
　前記スクライブ領域には、前記第１保護膜および前記第２保護膜は形成されていない、
半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　主面と、
　前記主面を取り囲む周縁と、
　前記主面に形成された半導体素子を備える複数の第１チップと、
　複数の前記第１チップを取り囲み、前記周縁に接する複数の第２チップと、
　複数の前記第１チップにそれぞれ形成された複数のボンディングパッドと、
　前記複数のボンディングパッドを覆い、前記主面上に形成された絶縁膜と、
　前記第１チップの前記絶縁膜に形成され、前記複数のボンディングパッドの上面の一部
をそれぞれ露出する複数の第１開口部と、
　前記絶縁膜上に形成された第１保護膜と、
　前記第１チップの前記第１保護膜に形成され、平面視において複数の前記第１開口部と
それぞれ重なり、前記複数のボンディングパッドの上面の一部をそれぞれ露出する複数の
第２開口部と、
　前記第２チップの前記第１保護膜に形成され、前記絶縁膜を露出する複数の第３開口部
と、
　前記第１開口部および前記第２開口部を介して、前記複数のボンディングパッドとそれ
ぞれ電気的に接続する複数の電極層と、
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　前記複数の電極層を覆い、前記主面上に形成された第２保護膜と、
　前記第１チップの前記第２保護膜に形成され、前記複数の電極層の上面の一部をそれぞ
れ露出する複数の第４開口部と、
　前記第２チップの前記第２保護膜に形成され、平面視において複数の前記第３開口部と
それぞれ重なり、前記絶縁膜を露出する複数の第５開口部と、
　前記第４開口部を介して、前記複数の電極層とそれぞれ電気的に接続する複数の外部電
極と、
　複数の前記外部電極を覆い、前記主面上に貼り付けられた保護テープと、
を有する、半導体ウェハ。
【請求項１１】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記第２チップの前記周縁に最も近い位置にある前記第５開口部の開口面積は、前記第
１チップの前記第４開口部の開口面積よりも小さい、半導体ウェハ。
【請求項１２】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記第２チップの前記第５開口部のピッチと、前記第１チップの前記第４開口部のピッ
チとは同じである、半導体ウェハ。
【請求項１３】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記第５開口部の平面視における形状は、円形状、楕円形状、四角形状またはストライ
プ形状である、半導体ウェハ。
【請求項１４】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記第２チップには、前記外部電極を有しない、半導体ウェハ。
【請求項１５】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記第２チップでは、前記保護テープは、前記第１保護膜、前記第２保護膜および複数
の前記第３開口部の底面にそれぞれ露出する前記絶縁膜と接する、半導体ウェハ。
【請求項１６】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　互いに隣り合う前記第１チップ間、互いに隣り合う前記第２チップ間および互いに隣り
合う前記第１チップと前記第２チップとの間は、スクライブ領域により隔てられており、
　前記スクライブ領域では、前記第１保護膜および前記第２保護膜が形成されておらず、
前記保護テープとは、前記絶縁膜と接する、半導体ウェハ。
【請求項１７】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記保護テープと前記絶縁膜との接着力が、前記保護テープと前記第１保護膜および前
記第２保護膜との接着力よりも弱い、半導ウェハ。
【請求項１８】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記保護テープは、糊層と、ベース層と、前記糊層と前記ベース層との間に設けられた
中間層とから構成され、
　前記糊層および前記中間層は、前記ベース層よりも柔らかく、
　前記糊層と前記中間層の合計の厚さが、前記外部電極の高さよりも厚い、半導体ウェハ
。
【請求項１９】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　前記絶縁膜は、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、または窒化シリコン膜と酸化シリコ
ン膜との積層膜であり、前記第１保護膜および前記第２保護膜はポリイミド膜である、半
導体ウェハ。
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【請求項２０】
　請求項１０記載の半導体ウェハにおいて、
　平面視における前記第３開口部の開口面積と、前記第５開口部の開口面積とが同じであ
る、半導体ウェハ。 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　第２層目の配線Ｍ２から第５層目の配線Ｍ５は、例えばＣｕ（銅）を主導体とし、例え
ばデュアルダマシン法により形成される。第６層目の配線Ｍ６は、例えばＡｌ（アルミニ
ウム）を主導体とし、半導体ウェハＳＷ上に堆積されたＡｌ（アルミニウム）膜を、レジ
ストパターンをマスクとしたエッチングにより加工することにより形成される。第６層目
の配線Ｍ６の厚さは、例えば１μｍ程度である。なお、本実施の形態では、第６層目の配
線Ｍ６はＡｌ（アルミニウム）を主導体とするとしたが、Ｃｕ（銅）を主導体とすること
もできる。また、配線の層数を６層としたが、層数はこれに限定されるものではない。 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　但し、半導体ウェハＳＷの外周領域では、半導体ウェハＳＷの厚さが半導体ウェハＳＷ
の周縁に向かうに従って漸減するので（前述の図３参照）、露光マスクと半導体ウェハＳ
Ｗの外周領域に塗布された第１保護膜ＲＦ１の上面との距離が、露光マスクと製品チップ
領域ＡＲ１に塗布された第１保護膜ＲＦ１の上面との距離よりも遠くなる。 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　但し、前述の第２開口部Ｃ２と同様に、半導体ウェハＳＷの外周領域では、半導体ウェ
ハＳＷの厚さが半導体ウェハＳＷの周縁に向かうに従って漸減するので（前述の図３参照
）、露光マスクと半導体ウェハＳＷの外周領域に塗布された第２保護膜ＲＦ２の上面との
距離が、露光マスクと製品チップ領域ＡＲ１に塗布された第２保護膜ＲＦ２の上面との距
離よりも遠くなる。 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　なお、第１、第２、第３および第４変形例では、製品チップ領域ＡＲ１の第２保護膜に
第３開口部Ｃ３を形成する際に用いる露光マスクと、擬似チップ領域ＡＲ２の第１保護膜
および第２保護膜に第４開口部Ｃ４を形成する際に用いる露光マスクの２枚の露光マスク
が必要となる。しかし、露光マスクを別々とすることによって、擬似チップ領域ＡＲ２に
形成される第４開口部Ｃ４の数および形状などを、製品チップ領域ＡＲ１に形成される第
３開口部Ｃ３の数および形状などに係わらず、任意に決めることができるので、保護テー
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プの接着力および剥がし易さの調整がより容易となる。 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　なお、第５変形例では、製品チップ領域ＡＲ１の第２保護膜に第３開口部Ｃ３を形成す
る際に用いる露光マスクと、外周領域の第１保護膜および第２保護膜に第５開口部Ｃ５を
形成する際に用いる露光マスクの２枚の露光マスクが必要となる。しかし、露光マスクを
別々とすることによって、外周領域に形成される第５開口部Ｃ５の数および形状などを、
製品チップ領域ＡＲ１に形成される第３開口部Ｃ３の数および形状などに係わらず、任意
に決めることができるので、保護テープの接着力および剥がし易さの調整がより容易とな
る。
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